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ま え が き 

 

 本研究は、当機構第 2 期中期計画における「多様な働き方への対応、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の実現に向けた就業環境の在り方に関する調査研究」の一つとし

て行われたものである。 

本研究では特に、非常に多義的に捉えられている「ワーク・ライフ・バランス」（以下、

“WLB”という。）に焦点を当て、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカの欧米主要 4 ヵ

国における WLB 政策の全体像などを明らかにするとともに、各国における WLB にかかわ

る個別の政策・制度の内容を概観し、それらが各国の現実の企業社会・労働社会においてど

の程度普及し、活用され、またどのような課題があるのか、さらに、日本にとって示唆的と

考えられる事柄は何であるかを検討している。 

その上で、日本における WLB 政策の全体像を先の 4 ヵ国と対比して明らかにすると同時

に、日本における WLB にかかわる政策・制度及びその実態を踏まえ、今後の日本において

WLB にかかわる個別の政策・制度をさらに推進していく上での検討の方向性を試みに提示

している。 

法的観点から見た場合、我が国では労働関係において WLB に相当する概念は、労働契約

法 3 条 3 項において「仕事と生活の調和」との文言により用いられている。また、WLB と

のかかわりが非常に深い育児・介護の問題については、育児・介護休業法によって、その規

制内容が多様で豊富なものへと漸次改正されてきている。さらに、労働時間の問題について

も、例えば限時立法であった労働時間短縮促進臨時措置法が労働時間等設定改善特別措置法

へと恒久法化されており、同法 2 条 2 項においては、事業主の責務として「子の養育又は家

族の介護を行う労働者」も「特に配慮を必要とする労働者」に含め、事業主は、彼(彼女)ら

について「その事情を考慮して」労働時間の設定等の改善に努めなければならないと定めら

れている。加えて、日本において WLB 推進の契機の一つとなった少子化問題に関しては、

少子化社会対策基本法が、また、次代を担う子の社会全体での養育の問題に関しては、次世

代育成支援対策推進法が、それぞれ制定され、施策が進められてきている。 

本研究が、それら既存の立法や関連する諸施策の今後の在り方を検討していく上で活用さ

れるならば幸いである。 

 なお、本報告書のとりまとめは、当機構主任研究員 池添 弘邦 が行った。 
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理事長   山 口  浩 一 郎 
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